
JP 2003-269908 A5 2005.4.7

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ６ 部 門 第 １ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 17年 4月 7日 (2005.4.7)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2003-269908(P2003-269908A)
【 公 開 日 】 平 成 15年 9月 25日 (2003.9.25)
【 出 願 番 号 】 特 願 2002-66890(P2002-66890)
【 国 際 特 許 分 類 第 ７ 版 】
   Ｇ ０ １ Ｂ    9/02   
   Ｇ ０ １ Ｂ   11/24   
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｇ ０ １ Ｂ    9/02          
   Ｇ ０ １ Ｂ   11/24          Ｄ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 6月 1日 (2004.6.1)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 参 照 面 と な る 光 学 面 と 被 測 定 面 と な る 光 学 面 と を 有 す る レ ン ズ の 、 該 被 測 定 面 の 形 状 を
測 定 す る 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 装 置 に お い て 、 該 被 測 定 面 の 光 軸 の １ 方 向 か ら 光 を 入 射
し て 該 参 照 面 か ら の 反 射 光 と 該 被 測 定 面 か ら の 反 射 光 と を 干 渉 さ せ 該 被 測 定 面 の 形 状 を 測
定 す る 手 段 と 、 該 被 測 定 面 の 光 軸 の 逆 方 向 か ら 光 を 入 射 し て 該 参 照 面 か ら の 反 射 光 と 該 被
測 定 面 か ら の 反 射 光 と を 干 渉 さ せ 該 被 測 定 面 の 形 状 を 測 定 す る 手 段 と 、 ２ つ の 測 定 結 果 を
基 に 被 測 定 面 の 形 状 を 算 出 す る 演 算 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測
定 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 形 状 測 定 装 置 は 、 前 記 レ ン ズ を 反 転 す る 反 転 手 段 を 有 し て お り 、 前 記 ２ つ の 被 測 定
面 の 形 状 を 測 定 す る 手 段 は 、 一 つ の 測 定 手 段 で あ る 事 を 特 徴 と す る 請 求 項 第 １ 項 に 記 載 の
干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ２ つ の 被 測 定 面 の 形 状 を 測 定 す る 手 段 は 、 前 記 レ ン ズ の 両 側 に 対 向 し て 配 置 さ れ て
い る 干 渉 計 で あ る 事 を 特 徴 と す る 請 求 項 第 １ 項 に 記 載 の 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 少 な く と も １ 面 の 参 照 面 と な る 光 学 面 と 、 被 測 定 面 と な る 光 学 面 と を 有 す る レ ン ズ の 該
被 測 定 面 の 形 状 を 測 定 す る 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 方 法 に お い て 、 該 被 測 定 面 の 光 軸 の １
方 向 か ら 光 を 入 射 し て 該 参 照 面 か ら の 反 射 光 と 該 被 測 定 面 か ら の 反 射 光 と を 干 渉 さ せ 該 被
測 定 面 の 形 状 を 測 定 し 、 該 被 測 定 面 の 光 軸 の 逆 方 向 か ら 光 を 入 射 し て 該 参 照 面 か ら の 反 射
光 と 該 被 測 定 面 か ら の 反 射 光 と を 干 渉 さ せ 該 被 測 定 面 の 形 状 を 測 定 し 、 ２ つ の 測 定 結 果 を
基 に 被 測 定 面 の 形 状 を 算 出 す る こ と を 特 徴 と す る 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 被 測 定 面 の 形 状 は 、 前 記 レ ン ズ を 反 転 さ せ る こ と に よ り 、 一 つ の 形 状 測 定 手 段 に よ
り 測 定 さ れ る 事 を 特 徴 と す る 請 求 項 第 項 に 記 載 の 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 被 測 定 面 の 形 状 は 、 前 記 レ ン ズ の 両 側 に 対 向 し て 配 置 さ れ た ２ つ の 干 渉 計 に よ り 測
定 さ れ る 事 を 特 徴 と す る 請 求 項 第 項 に 記 載 の 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 方 法 。
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【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 参 照 面 と 被 測 定 面 は お 互 い の 光 軸 が 偏 芯 し て お り 、 光 源 と 、 光 源 か ら の 光 を 一 旦 集
光 さ せ る 集 光 レ ン ズ と 、 該 集 光 し た 光 を 理 想 的 な 球 面 波 に 変 換 す る ピ ン ホ ー ル と そ の 近 傍
に 設 け ら れ た 光 波 面 情 報 を 通 過 さ せ る 窓 と が 形 成 さ れ た 光 波 整 形 板 と を 有 す る 測 定 手 段 に
よ り 、 該 ピ ン ホ ー ル を 通 過 し た 光 の 光 路 中 に 、 前 記 レ ン ズ を 、 前 記 参 照 面 に 反 射 し た 光 が
該 ピ ン ホ ー ル を 再 度 通 過 し 、 前 記 測 定 面 に 反 射 し た 光 が 該 窓 を 通 過 す る 位 置 に 配 置 し 、 該
参 照 面 で 反 射 し 該 ピ ン ホ ー ル を 再 度 通 過 し た 反 射 光 と 、 該 被 測 定 面 で 反 射 し 該 窓 を 通 過 し
た 反 射 光 と を 干 渉 さ せ る こ と に よ り 、 予 め 前 記 参 照 面 の 形 状 を 測 定 し た 後 、 該 光 波 整 形 板
を 取 り 除 き 、 前 記 測 定 手 段 に よ り 前 記 被 測 定 面 を 測 定 す る 事 を 特 徴 と す る 請 求 項 第 項 に
記 載 の 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 形 状 測 定 方 法 で 前 記 被 測 定 面 を 測 定 し た 後 、 前 記 被 測 定 面 に 対 向 し て 第 ２ の 被 測 定
面 を も つ 光 学 素 子 を 配 置 し 、 該 第 ２ の 被 測 定 面 か ら の 反 射 光 と 前 記 被 測 定 面 か ら の 反 射 光
と を 干 渉 さ せ て 、 前 記 測 定 手 段 に よ り 該 第 ２ の 被 測 定 面 の 形 状 を 測 定 す る 事 を 特 徴 と す る
請 求 項 項 に 記 載 の 干 渉 計 を 用 い た 形 状 測 定 方 法 。
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